
令和 8年度那覇市保育士試験対策講座業務委託仕様書 

 

１ 件  名：令和 8年度那覇市保育士試験対策講座業務委託 

 

２ 委託期間：契約締結の日から令和 9年 3月末日まで 

 

３ 業務の目的： 

本市の喫緊の課題である、待機児童の解消に向けて、那覇市内の認可施設・

認可外保育施設に従事し又は市内認可施設に従事予定の方々を対象に、保育士

試験対策の直前講座を開催する。 

 

４ 業務委託の内容 

  （講座運営業務） 

 ア）開 催 日：保育士資格試験の約 3 ヶ月前から試験当日 1 週間前までの  

土曜日、日曜日、祝祭日のいずれかに、科目については午前と

午後にそれぞれ１講座を、模擬試験については 2日に分けて講

座を実施すること。 

 イ）所要時間：１講座 3時間～6時間 

 ウ）講座期間：令和 8年 5月～6月（令和 8年 6月試験対策） 

令和 8年 7月～10 月（令和 8年 10 月試験対策） 

        令和 8 年 10 月～12 月（令和 8年 12 月試験対策） 

        令和 9 年 1 月～令和 9年 3月上旬（令和 9年 4月試験対策） 

         ※講座期間は、受託者との調整のうえ本市において決定する。  

エ）講座内容：(1)年度内に 2 回行われる保育士試験にあわせ、筆記及び実技

試験対策の直前講座として以下の科目を対象に実施する。内容

については試験の傾向と対策を中心としたものとし、質疑応答

にも十分な時間を設定する。那覇市こども政策課とも十分に調

整すること。 

 

  【筆記試験対策講座】 

科目 

 

講座数（筆記試験科目１講座３時間、 

模擬試験１講座６時間） 

 

定員 

① 保育原理 

2 講座（令和 8年度内） 

※令和 8 年 10 月実施試験向け、令和 8 年 7 月～

10 月の間に１講座 

※令和 9 年 4月実施試験向け、令和 9年 1月～令

和 9年 3 月の間に１講座 

概ね 

50 名 



② 教育原理 同上 同上 

③ 社会的養護 同上 同上 

④ 子ども家庭福祉 同上 同上 

⑤ 社会福祉 同上 同上 

⑥ 保育の心理学 同上 同上 

⑦ 子どもの保健 同上 同上 

⑧ 子どもの食と栄養 同上 同上 

⑨ 保育実習理論 同上 同上 

模擬試験① 同上 同上 

模擬試験② 同上 同上 

 

  【実技試験対策講座】 

 

 

講座数（実技試験 1講座 4時間） 

 

定員 

⑩ 音楽に関する技術 

2 講座（令和 8年度内） 

※令和 8 年 6 月実施試験向け、令和 8 年 5 月～6

月の間に１講座 

※令和 8 年 12 月実施試験向け、令和 8年 10 月～

12 月の間に 1講座 

概ね 

20 名 

⑪ 造形に関する技術 同上 同上 

⑫ 言語に関する技術 同上 同上 

 

(2)講座開始前に受講生向けにオリエンテーション(説明会)を 1 回行うこと。 

(3)講座は対面にて行い、実施にあたっては、対面講座の開催と同時にオンラ

イン中継による講座配信についても対応できるよう必要な環境の整備に努

めること。 

オ）使用教材：受託者が指定するものを、受講生が自己負担で事前に購入する。 

又は受託者が作成した独自教材でも可とする。 

ただし、受講生の負担が大きくならならない様に配慮すること。 

カ)対象経費：報酬、使用料（会場使用料・備品使用料等）、交通費、その他必

要な費用 

キ)アンケート調査：受講生の意見等を次年度等の講座に反映させるため各講

座終了後に行うこと。 

ク)その他：講座看板の設置及び会場の設営等、受講生出席簿の管理業務、講 

      座運営上必要とされる事務連絡等を含む。 

 

 



（受講生の募集業務） 

筆記試験対策講座：50 名程度 

実技試験対策講座：20 名程度 

※応募者多数の場合は選考とする。 

 

（講座状況等の報告業務） 

ア)各講座における、講座概要及び参加者名簿を各講座終了後 1 か月以内に報

告すること。但し、那覇市が求めるときにはその都度報告すること。 

イ)令和 8 年保育士試験における受講生の受験状況及び結果について、試験結

果の発表後概ね１ヶ月以内に市へ報告すること。 

 

５ その他 

ア)個人情報の保護 

受託者は、本事業を実施する上で、個人情報を取り扱う場合には、個人情

報保護法（平成 15 年法律第 57 号）、及び「個人情報等取扱特記事項」を遵

守すること。 

イ)守秘義務 

本業務の履行にあたって、知り得た情報を他のものに漏らし、又はその他 

の目的に利用してはならない。本業務の契約が終了、または解除された後 

においても同様とする。 

ウ)この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に際して必要な事項等は那覇

市と受託者で協議の上、那覇市が決定するものとする。 

 

委託業務実施日程（筆記試験対策講座） 

 

第１期（筆記） 

講座期間：令和 8年 7月～10 月 

開催場所：那覇市内 

 

第 2 期（筆記） 

講座期間：令和 9年 1月～令和 9年 3月 

開催場所：那覇市内 

 

 

 

 
 

 講 座 名 等 第 1 期 第 2 期 

 オリエンテーション 

令和 8 年 7月 令和 9 年 1 月 １ 保育原理 

２ 教育原理 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託業務実施日程（実技試験対策講座） 

 

第１期（実技） 

講座期間：令和 8年 5月～6月 

開催場所：那覇市内 

 

第 2 期（実技） 

講座期間：令和 8年 10 月～令和 8年 11 月 

開催場所：那覇市内 

 

 

 

 

 

 

 

 

※講座日程については、上記日程に沿った形で、１週間に１講座程度とし   

第 1 期、第 2 期とも、講座期間開始の 1 か月前までに、受託者とこども政策

課協議の上、本市が決定する。 

 

３ 社会的養護 

令和 8年 8 月 令和 9 年 2 月 
４ 子ども家庭福祉 

５ 社会福祉 

６ 保育の心理学 

７ 子どもの保健 
 

令和 8年 9 月 

 
令和 9 年 3 月 

８ 子どもの食と栄養 

９ 保育実習理論 

１０ 模擬試験① 

１１ 模擬試験② 令和 8年 10 月 

 筆記試験日 令和 8年 10 月 24.25 日 令和 9年 4月ごろ 

 講 座 名 等 第 1 期 第 2 期 

 オリエンテーション 
令和 8年 5 月 令和 8 年 10 月 

１ 音楽に関する技術 

２ 造形に関する技術 
令和 8年 6 月 令和 8 年 11 月 

３ 言語に関する技術 

 実技試験日 令和 8年 6月 28 日 令和 8 年 12 月 13 日 


